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一般会計 担当課
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根拠法令・個別計画
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総合計画

分野別計画

予算区分

事業期間

子育て中の親を支援する

1

平成１２年度以前

保健福祉

3

～

子育て支援課

子育て支援係

6

児童手当法

2

平成３０年度以降

子育て支援

◆24年度実施内容

児童手当は、昭和46年に児童手当法が施行され、手当の支給が始まった。

平成22年度から平成23年度までは、子ども手当として支給した。

平成24年度からは、児童手当として支給した。

【手当の内容】

　出生の翌日から15歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している保護者に対して、

　毎年6月、10月、2月に手当を支給した。

　支給額：月額1人分

　3歳未満の児童：一律15,000円

　3歳以上の児童：第1子、第2子　10,000円

　　　　　　　　 第3子以降　15,000円

　6月分より所得制限が設けられ、超過者は、一律5,000円

◆24年度直接経費の内訳

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

次代の社会を担う児童を持つ親の負担を軽減する。
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◆24年度直接経費の内訳

　　消耗品費（221千円）

　　印刷製本費（1,017千円）

　　通信運搬費（4,321千円）

　　扶助費（手当支給額）（2,309,525千円）

◆25年度直接経費の内訳

　　旅費（3千円）

　　消耗品費（227千円）

　　印刷製本費（1,079千円）

　　通信運搬費（4,321千円）

　　扶助費（手当支給額）（2,939,240千円）
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事業実施におけ

る課題

制度がめまぐるしく変化したが、今後しばらくは、現制度が継続すると予想されるた

め、市民への周知、定着が必要である。
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事業の

達成状況

平成24年度から子ども手当に変わり児童手当になったが、6月、10月、2月の3回の定

期支払いを適切に行った。また、6月分から所得制限が導入されたが、問題なく周知

することが出来、適切に事務を行った。

―

ー

3

H25

平平平平

成成成成

２２２２

５５５５

年年年年

度度度度

のののの

改改改改

善善善善

内内内内

容容容容

事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの

（対象や手段を見直す場合も含む）
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の改善案

市民課の職員との打合せ、研修等を行い、申請、案内漏れを防ぐ。

実実実実

施施施施

結結結結
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26年度以降も制度が継続し、手当を支給する必要があるため。判定理由

判　定　理　由

維　持

市民課と隣接している利点を生かし、出生届、転入届申請後の待ち時間の間に、児

童手当の手続きを行うようにする。待ち時間の解消、申請漏れを防ぐ。

維　持

子育てをしている世帯の経済的負担の軽減がなくなり、実質的負担感が増加する。

子どもにかける費用が減少し、健全な育成が危ぶまれる。

（児童手当法に定められているため、縮小・廃止することは出来ない。）
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